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(57)【要約】
広告時点での購入を実施するシステム及び方法は、サー
ビス、製品、又は無線周波数識別タグ１１等からのベン
ダ送信可能信号のために構成されているか又はそれらを
含むマスメディア発行物１０を用いることを含む。好ま
しい構成では、マスメディア発行物１０の広告を認識し
た消費者は、スマートモバイルフォン又はセルラフォン
等のポータブル通信デバイス４におけるリーダ２４をア
クティブにして、広告に関連付けられた無線周波数信号
から情報を受信し、無線周波数識別情報と関連付けられ
たベンダ、製品又はサービスを識別することができる。
消費者のスマートモバイルフォン又は通信デバイス４は
、ネットワーク６を介して商取引データ編成システム８
を経由して１以上のベンダのシステム１２と通信し、無
線周波数識別情報１１からの情報を用いることにより、
ネットワーク６を介してベンダのシステム１２から製品
又は製品情報を注文することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　消費者から広告主への無線要求に対し、ネットワークを介して応答する方法であって、
前記無線要求は、ベンダによって提供されるサービス又は製品についての、人間が認識可
能な広告と関連付けられ、前記広告は、少なくとも１つのＲＦＩＤ送信機と関連付けられ
ているとともに、前記ベンダによって提供される前記サービス又は前記製品に関する情報
を表す無線送信識別信号と関連付けられ、前記無線送信識別信号は、前記広告と関連付け
られている前記ＲＦＩＤ送信機から送信されるものであって、
　前記ネットワークを介して無線注文デバイスから電子的消費者要求を商取引データ編成
システムが受信するステップであって、前記電子的消費者要求は、前記広告と関連付けら
れた前記ＲＦＩＤ送信機からの前記無線送信識別信号を介して前記無線注文デバイスのＲ
ＦＩＤリーダデバイスによって受信された、前記ベンダによって提供される前記サービス
又は前記製品に関する電子的情報を有するものである、ステップと、
　前記電子的消費者要求に対する前記商取引データ編成システムからの応答を生成するス
テップであって、前記応答は、前記ベンダによって提供される前記製品又は前記サービス
に関する、前記無線注文デバイスにおいて受信された前記情報と関連付けられているとと
もに、前記商取引データ編成システムの追加条件データと更に関連付けられており、前記
追加条件データは、前記ＲＦＩＤ送信機からの前記無線送信識別信号を伴う電子的消費者
要求に対する応答を変更することができるものである、ステップと、
　前記ＲＦＩＤ送信機から読み取られた、前記ベンダによって提供される前記サービス又
は前記製品に関する前記情報と関連付けられた情報を、前記ネットワークを介して前記無
線注文デバイスに提供することによって、前記電子的消費者要求に対する前記応答を送信
するステップと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記追加条件データの一部は、前記無線注文デバイスから受信されるものである、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記追加条件データは、ベンダ在庫データを含むものである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記追加条件データは、ベンダトラフィックデータを含むものである、請求項１に記載
の方法。
【請求項５】
　前記追加条件データは、配送コストデータを含むものである、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記追加条件データは、配送時間データを含むものである、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記追加条件データは、顧客紹介奨励オファーデータを含むものである、請求項１に記
載の方法。
【請求項８】
　前記追加条件データは、品目人気度データを含むものである、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記追加条件データは、ベンダ地理的近接性データを含むものである、請求項１に記載
の方法。
【請求項１０】
　前記応答は、前記無線注文デバイスの地理的ロケーションに近接した複数のベンダの識
別情報を含むものである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記追加条件データは、無線注文デバイスの地理的ロケーションデータを含むものであ
る、請求項１に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記無線注文デバイスから前記追加条件データを受信するステップを更に含む請求項１
に記載の方法。
【請求項１３】
　前記追加条件データは、支払いアカウント識別データを含むものである、請求項１に記
載の方法。
【請求項１４】
　前記追加条件データは、消費者取引履歴データを含むものである、請求項１に記載の方
法。
【請求項１５】
　前記追加条件データは、消費者アフィニティデータを含むものである、請求項１に記載
の方法。
【請求項１６】
　ＲＦＩＤ送信機から送られた前記信号に基づいて情報要求を追跡するステップを更に含
み、前記追加条件データは、前記追跡するステップにより導き出されるデータを含むもの
である、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記追跡するステップは、顧客情報要求の日付及び時刻を保持するステップを含むもの
である、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記追跡するステップは、ベンダのロケーションを保持するステップを含むものである
、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記追跡するステップは、顧客購入を保持するステップを含むものである、請求項１６
に記載の方法。
【請求項２０】
　前記追跡するステップは、顧客アカウント情報を保持するステップを含むものである、
請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　前記電子的消費者要求に対する応答を生成するステップは、複数のベンダ付け値から最
も低い消費者価値を有するベンダ付け値を選択するステップを含むものである、請求項１
６に記載の方法。
【請求項２２】
　前記電子的消費者要求に対する応答を生成するステップは、複数のベンダ付け値から最
も高いベンダ手数料を有するベンダ付け値を選択するステップを含むものである、請求項
１６に記載の方法。
【請求項２３】
　前記電子的消費者要求に対する応答を生成するステップは、最も低い消費者価値及び最
も高いベンダ手数料をそれぞれ有する複数のベンダ付け値から選択するステップを含むも
のである、請求項１６に記載の方法。
【請求項２４】
　消費者から広告主への無線要求に対し、ネットワークを介して応答するシステムであっ
て、前記無線要求は、ベンダによって提供されるサービス又は製品についての、人間が認
識可能な広告と関連付けられ、前記広告は、少なくとも１つのＲＦＩＤ送信機と関連付け
られているとともに、前記ベンダによって提供される前記サービス又は前記製品に関する
情報を表す無線送信識別信号と関連付けられ、前記無線送信識別信号は、前記広告と関連
付けられている前記ＲＦＩＤ送信機から送信されるものであって、
　前記ネットワークを介して無線注文デバイスから電子的消費者要求を受信する商取引デ
ータ編成システムを備え、前記電子的消費者要求は、前記広告と関連付けられた前記ＲＦ
ＩＤ送信機からの前記無線送信識別信号を介して前記無線注文デバイスのＲＦＩＤリーダ
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デバイスによって受信された、前記ベンダによって提供される前記サービス又は前記製品
に関する電子的情報を有するものであり、
　前記商取引データ編成システムは、前記電子的消費者要求に対する応答を生成するもの
であり、前記応答は、前記ベンダによって提供される前記製品又は前記サービスに関する
、前記無線注文デバイスにおいて受信された前記情報と関連付けられているとともに、前
記商取引データ編成システムの追加条件データと更に関連付けられており、前記追加条件
データは、前記ＲＦＩＤ送信機からの前記無線送信識別信号を伴う電子的消費者要求に対
する応答を変更することができるものであり、
　前記商取引データ編成システムは、前記ＲＦＩＤ送信機から読み取られた、前記ベンダ
によって提供される前記サービス又は前記製品に関する前記情報と関連付けられた情報を
、前記ネットワークを介して前記無線注文デバイスに提供することによって、前記電子的
消費者要求に対する前記応答を送信するものである、システム。
【請求項２５】
　前記追加条件データは、ＲＦＩＤタグの地理的ロケーションデータを含むものである、
請求項１に記載の方法。
【請求項２６】
　前記追加条件データは、ユーザによって入力されたデータを含むものである、請求項１
１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、無線商取引システムに関する。より具体的には、本技術は、マスメディア発
行物（mass media publication）を伴う、普及した商取引（commerce）を可能にする広告
時点無線商取引システム（point of advertising wireless commerce system）に関する
。
【０００２】
　［関連出願の相互参照］
　本出願は、２０１３年３月１５日に出願された米国特許出願第１３／８４０，７７６号
の利益を主張するものである。この米国特許出願第１３／８４０，７７６号は、２０１２
年１１月９日に出願された米国特許出願第１３／６７３，４２４号の一部継続出願である
。この米国特許出願第１３／６７３，４２４号は、２０１１年６月２９日に出願されて、
２０１２年１１月２０日に米国特許第８，３１５，９１４号として発行された米国特許出
願第１３／１７２，１２２号の継続出願である。この米国特許出願第１３／１７２，１２
２号は、２０１０年５月１４日に出願されて、２０１１年８月２日に米国特許第７，９９
１，６４４号として発行された米国特許出願第１２／７８０，０５３号の継続出願である
。この米国特許出願第１２／７８０，０５３号は、２００４年１１月１２日に出願されて
、２０１０年６月１５日に米国特許第７，７３９，１５０号として発行された米国特許出
願第１０／９８７，８２３号の継続出願である。この米国特許出願第１０／９８７，８２
３号は、２００４年３月１２日に出願された米国仮特許出願第６０／５５２，４７２号の
出願日の利益を主張するものである。以上の出願の開示内容は、引用することによって本
明細書の一部をなすものとする。
【背景技術】
【０００３】
　従来から、サービス及び製品のベンダは、マスメディアを利用して、自らの製品を広告
している。このため、ベンダは、雑誌、カタログ、広告板、新聞紙、ラジオ放送又はテレ
ビ放送の発行物に、サービス又は製品を表示する広告を掲載している。広告は、潜在的な
消費者の関心を引き付けることを目的としている。しかしながら、広告の段階から先に進
むには、消費者による多くの努力が必要とされる。
【０００４】
　広告された製品又はサービスへの何らかの関心が消費者によって追求される場合、消費
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者は通常、広告された情報を思い出さなければならない。広告が電話番号等のコンタクト
情報を含む状況では、消費者は、固定電話、ワイヤレスフォン、又はセルラフォンを用い
て広告内の情報から電話番号をダイヤルして、ベンダにコンタクトすることができる。し
かし、広告の時点から、ベンダからの実際の購入に至るまでの消費者によって必要とされ
る努力の量は、ベンダには不利に働く可能性がある。消費者は、当該消費者が広告を認識
した後、時間が経過するにつれて、電話番号、ＵＲＬ、又は他の行動のきっかけ（call t
o action：行動喚起）を容易に忘れる可能性もあれば、広告された製品又はサービスに対
する関心を簡単に失う可能性もある。
【発明の概要】
【０００５】
　本技術は、消費者が広告を認識した時点から広告に応答するか又は別の方法でベンダに
コンタクトする方法を改善する自動化されたシステムに関する。１つの形態では、マスメ
ディア発行物（mass media publication）からネットワークを介してベンダからの無線注
文を処理するシステムは、広告を有するマスメディア発行物を有している。このマスメデ
ィア発行物は、広告の情報を表す無線識別送信信号を有する。このシステムでは、リーダ
を備えたモバイル注文デバイスが、マスメディア発行物から無線識別送信信号を受信する
。このモバイル注文デバイスは、消費者からの入力を受け付け、無線識別送信信号からの
情報を有する要求を生成し、この要求を、ネットワークを介してベンダシステムに送ると
ともにベンダシステムからネットワークを介して応答を受信するようにも構成されている
。このシステムは、モバイル注文デバイスの要求を、ネットワークを介して受信して処理
するとともに、情報をモバイル注文デバイスに送信することによってこの要求に応答する
ベンダシステムも備えている。送信された情報は、マスメディア発行物からの無線識別送
信信号と関連付けられる。
【０００６】
　本技術は、消費者からベンダへの無線注文を、マスメディア発行物からネットワークを
介して行う方法も含む。消費者は、認識可能な広告を有するマスメディア発行物を検討す
る。マスメディア発行物は、広告と関連付けられたベンダ又は製品についての情報を表す
無線送信識別信号を含む。消費者は、この無線送信識別信号を受信するように構成された
ポータブル通信デバイスを用いて、この無線送信識別信号の受信を開始することができる
。次に消費者は、ポータブル通信デバイスを用いて、通信ネットワークの無線リンクを介
してベンダから情報を得る要求を、この要求が無線送信識別信号からの情報を含むものと
なるように生成することができる。次に消費者は、この消費者の要求に対する応答をベン
ダから通信ネットワークの無線リンクを介してポータブル通信デバイスにおいて受信し、
製品について追加の情報を得るか又はこの要求において行われた購入を確認する。
【０００７】
　本技術は、消費者からベンダへの無線注文をマスメディア発行物からネットワークを介
して行うハンドヘルド装置も含むことができる。この装置は、ベンダシステムとネットワ
ークを介して通信する無線信号を送受信する送受信機を備えている。この装置は、ベンダ
又は製品とともに無線周波数識別子を含む、マスメディア発行物から送信されたベンダ情
報又は製品情報を読み取るように構成されたリーダデバイスも備えている。この無線周波
数識別子は、マスメディア発行物の広告と関連付けられている。送受信機及びリーダデバ
イスに接続されたこの装置の制御プロセッサは、リーダデバイスを用いてマスメディア発
行物の無線周波数識別子の読取りを開始する、装置のユーザによる入力を受け付けるよう
に構成されている。制御プロセッサは、無線周波数識別子を有する、ベンダ又は製品につ
いての情報の要求を更に生成し、送受信機を用いて、この要求をベンダシステムに送る。
制御プロセッサは、ベンダシステムからの情報を有する応答の受信も制御する。
【０００８】
　別の形態では、本技術は、ベンダが消費者からの無線注文をマスメディア発行物からネ
ットワークを介して取る方法を含む。ベンダは、製品又はサービスをマスメディア発行物
に広告する。このマスメディア発行物は、広告された製品又はサービスと関連付けられた
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情報を有する無線周波数識別子を有するように構成される。この無線周波数識別子は、消
費者に入手可能なポータブル無線通信デバイスによって読取り可能である。ベンダは、ベ
ンダシステムを、ポータブル無線通信デバイスを用いてネットワークを介して消費者から
電子的注文を受信するように構成する。この注文は、無線周波数識別子からの情報を有す
る要求に基づいている。ベンダシステムは、無線周波数識別子と関連付けられた更なる製
品情報又はサービス情報を有する。次に、ベンダは、この更なる情報を消費者に提供する
ことによって、消費者からの注文に応答することができる。
【０００９】
　別の形態では、本技術は、消費者の無線注文に対する応答を動的及び自動的に生成する
方法を含む。商取引データ編成システムは、応答を適合させる追加条件データ（suppleme
ntal condition data）にアクセスすることができ、このため、種々のユーザを代表して
送信された同じ要求に対する応答を変更することを可能にすることができる。加えて、応
答は、消費者利益値付け（consumer benefit bidding）又はベンダ利益値付け（vendor b
enefit bidding）に基づいてカスタマイズすることができ、この場合、応答は、消費者利
益の値及び／又はベンダによって支払われた広告手数料に応じて変動する場合がある。
【００１０】
　更に別の形態では、本技術は、ベンダによって提供されるサービス又は製品の消費者の
無線要求に応答する自動化された方法及びシステムを含む。この無線要求は、人間が認識
可能な広告と関連付けられている。この広告は、ベンダによって提供されるサービス又は
製品に関する情報を表す無線送信識別信号を送信するＲＦＩＤ送信機と関連付けられてい
る。
【００１１】
　このシステム及び方法は、電子的消費者要求を無線注文デバイスから商取引データ編成
システムにおいて受信することを含む。次に、この商取引データ編成システムは、製品又
はサービスに関する情報と関連付けられているとともに、追加条件データと更に関連付け
られた応答を生成する。追加条件データは、電子的消費者要求に対する応答を変更するこ
とを可能にするものである。一例として、応答は、無線注文デバイスの地理的ロケーショ
ンに近接した複数のベンダを含んだものとすることができる。
【００１２】
　追加条件データは、無線注文デバイスから全体的又は部分的に受信することができる。
追加条件データは、ベンダ在庫データ、ベンダトラフィックデータ、配送コストデータ、
配送時間データ、顧客紹介奨励オファーデータ、品目人気度データ、支払いアカウント識
別データ、消費者取引履歴データ、消費者アフィニティ（affinity）データ、ベンダ地理
的近接性データ、又は無線注文デバイスの地理的ロケーションデータを含んだものとする
ことができる。追加条件データは、顧客情報要求の日付及び時刻、ベンダのロケーション
、顧客購入、顧客アカウント情報を追跡及び保持することにより導き出されるデータも含
むことができる。
【００１３】
　本技術は、複数のベンダ付け値の中から選択することに基づいて応答を生成することも
含む。この選択は、最も低い消費者価値を有するもの、最も高いベンダ手数料を有する付
け値、又は最も低い消費者価格及び最も高いベンダ手数料を有する付け値に基づくことが
できる。
【００１４】
　１つの形態では、マスメディア発行物は、ベンダ又は製品を識別する少なくとも１つの
無線周波数識別タグを有する印刷された発行物である。ただし、多くのそのような識別情
報又はタグは、異なるベンダ又は製品に用いることができる。マスメディア発行物は、１
つ又は複数の無線周波数識別子又はＲＦＩＤタグを有する広告板、定期発行物、雑誌、郵
送パンフレット又は郵便はがき等とすることもできる。好ましい形態では、モバイル注文
通信デバイス又は消費者通信デバイスは、モバイル電話、ワイヤレス電話、セルラ電話、
及び／又は音声通信及びデータ通信を備えた「スマート」電話でもある。
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【００１５】
　本技術の追加の態様は、図面と以下の開示内容と特許請求の範囲との検討から明らかで
あろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】広告板におけるマスメディア発行物から送信されたベンダ製品識別信号を受信す
る好ましい広告時点無線注文デバイスを有する消費者を示す説明図である。
【図２】無線注文デバイスにおける好ましい広告時点注文アプリケーションを示す説明図
である。
【図３】広告時点注文デバイスを備えた無線マスメディア商取引（mass media commerce
）システムの好ましい構成要素を有する一例示の実施形態のネットワーク図である。
【図４】無線マスメディア商取引システムを実現する好ましいステップのフローチャート
である。
【図５】地理的に近接したベンダを含む応答を生成する例示のステップのフローチャート
である。
【図６】腐りやすい品目に対する時間的制約のあるオファーを含む応答を生成する例示の
ステップのフローチャートである。
【図７】過剰在庫一掃を含む応答を生成する例示のステップのフローチャートである。
【図８】ベンダが値付けする応答を生成する例示のステップのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図面を参照する。図において、同様の参照符号は同様の特徴を示す。電子商取引用の広
告時点注文システム（point of advertising ordering system）２は通常、ラップトップ
コンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、若しくはパームコンピュータ、携帯情報端末
（ＰＤＡ）、又はスマートモバイルフォン、ワイヤレスフォン、若しくはセルラ電話等の
他のプログラム可能入出力処理デバイス等の、モバイル消費者に好ましくはアクセス可能
な無線注文デバイス４を備えている。消費者がアクセス可能な広告時点注文デバイス４は
、情報又は製品及びサービスを１つ又は複数のベンダに注文する目的で、１つ又は複数の
通信メカニズムを介して他のシステム又はコンピュータに接続又はネットワーク化するよ
うに構成されている。このような通信リンクは、電話線、ケーブル、又は接触に基づく（
例えば、クレードル）フックアップ等の物理接続として部分的に実施することができるが
、好ましい実施形態では、注文デバイス４は少なくとも、当該デバイスを無線通信チャネ
ルを介して他のシステムにリンクすることができる通信メカニズムを備えている。
【００１８】
　例えば、このデバイスは、ワイヤレスフィデリティ（ＷｉＦｉ（登録商標））ネットワ
ーキング（無線ネットワーキング）用、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ネットワーキン
グ（無線ネットワーキング）用、及び／又は送受信機を用いてデータ及び／又は音声を送
信するモバイル電話ネットワーク（例えば、汎用パケット無線サービス（General Packet
 Radio Service, ＧＰＲＳ）又は他の無線サービスのネットワーク）を介した通信用に構
成することができる。そのようなネットワーク化された通信は、相互ネットワーク（an i
nternet）又はインターネット（the Internet）等の開放型ネットワークを含む１つ又は
複数のネットワーク６を介した信号又はメッセージの転送を含み、好ましくは、そのよう
な信号又はメッセージは暗号化される。本明細書においてより詳細に説明するように、無
線注文デバイス４は、好ましくは、ベンダ情報、製品情報、又はサービス情報をマスメデ
ィア発行物４から決定するリーダメカニズムも備えている。
【００１９】
　広告時点注文システム２は、マスメディア発行物１０をも備えている。このマスメディ
ア発行物１０は、当該マスメディア発行物１０の広告と関連付けられている製品、サービ
ス及び／又はベンダ情報の信号を送信するものである。好ましくは、マスメディア発行物
は、無線周波数識別技術（radio frequency identification technology, ＲＦＩＤ）に
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よりそのような情報を送信する。例えば、超薄型トランスポンダタグ１１等のＲＦＩＤ技
術をマスメディア発行物内に挿入、適用、又は内蔵することができ、ベンダ、製品又はサ
ービスの、人間が認識可能な広告と関連付けることができる。ＲＦＩＤは、ベンダ、製品
、及び／又はサービス（すなわち、商取引情報）を識別する情報を含む。好ましくは、ベ
ンダ、製品、及び／又はサービスも、広告に含めることも、提示することも、記載するこ
ともできる。ＲＦＩＤタグの例では、ベンダ情報、製品情報、及び／又はサービス情報又
は商取引信号の送信は、アクティブ型とすることもできるし、パッシブ型とすることもで
きる。
【００２０】
　ＲＦＩＤ送信は、アクティブ型若しくはパッシブ型のタグ、送信機、又は送受信機等の
任意の低エネルギー無線通信又は近傍無線通信又は近接無線通信とすることができる。こ
の送信には、ベンダ名、例えば、電話番号、ネットワークアドレス、メールアドレス等を
含むベンダコンタクト情報、数量情報、コスト、価格、製品のタイプ、サービスのタイプ
等の特定のベンダ情報、製品情報、及び／又はサービス情報と関連付けることができる特
定の単数又は複数の番号を含めることができる。このため、信号により送信された番号は
、情報を要求若しくは注文するか又は購入を行うのに用いられる際に、本明細書において
より詳細に説明するように、データベースに記憶された関連情報にアクセスするために用
いることができる。
【００２１】
　図１～図３に示しているように、ＲＦＩＤ及び他の広告を含むマスメディア発行物の例
は、全体的又は部分的に無線伝送（例えば、電波伝送又は衛星）を介して送信されるか及
び／又はケーブル伝送を介して送信されるかを問わず、雑誌、新聞、定期発行物、郵送パ
ンフレット、郵便はがき、アウトドアメディア若しくは家庭外メディア、広告板、バス待
合所ポスタボード、車内広告、テントカード、カタログ、又はラジオ通信若しくはテレビ
通信等の放送メッセージとすることができる。例えば、雑誌は、１つ又は複数のＲＦＩＤ
タグを備えることができ、各ＲＦＩＤタグは、特定の製品、サービス、又はベンダと関連
付けられる。各タグは、雑誌において、人間が認識可能な広告の近くに配置することがで
きる。別の例では、ケーブル、衛星、又はそれ以外のものによって接続されたラジオ又は
テレビは、再プログラム可能なタグ又はデバイスを備えるか又は取り付けることができ、
このタグ又はデバイスは、ラジオ又はテレビ及び当該タグ又はデバイスによって受信され
た放送信号の内容に応じて当該タグ又はデバイスから異なるＲＦＩＤを再送信するように
変更可能とすることができる。
【００２２】
　ベンダは、消費者サービス又は商取引の通信を提供する任意のエンティティとすること
ができる。ベンダは、例えば、製造業者、広告主、小売業者、又はこれらのものの全てと
することができる。幾つかの場合には、ベンダは、広告主及び小売業者の双方として自動
化されたメディア商取引から利益を得る。
【００２３】
　一般に、広告時点注文システム２は、１つ又は複数のベンダシステム１２等の商取引関
連システムをも備えることができる。一般に、ベンダシステム１２は、ネットワーク６に
よってアクセス可能であり、マスメディア発行物１０に含まれる広告及びマスメディア発
行物１０によって作動される関連付けられた商取引信号に含まれる広告と関連付けること
ができる。ベンダシステム１２は、ベンダ／製品／サービス情報の要求を受信又は処理す
ること及びそれらに応答することができることが好ましい。このため、通常の構成では、
商取引システム１２は、より多くの情報の注文又は実際の購入注文をネットワーク６を介
して電子的に受信し、これらの取引に関する応答を、無線注文デバイス４を用いて消費者
によって開始された取引に応答して返信することができる。
【００２４】
　ベンダシステムは通常、（複数の）通信デバイスによってネットワーク６に接続された
１つ又は複数のサーバを備えており、ベンダ製品又はベンダサービスと関連付けられたデ
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ータベース内の情報にアクセスするとともにネットワークを介してシステムと通信するア
プリケーションソフトウェアを有している。１つ又は複数のサーバは、ベンダの情報アー
キテクチャを具現化し、広告メディアコンテンツサーバ、顧客サービスデータベース、顧
客関係管理データベース、又は消費者のロイヤリティ及び報酬システム（consumer loyal
ty and rewards systems）を含むことができる。
【００２５】
　図３に示すように、本技術の商取引システムは、商取引データ編成システム（commerce
 data organization system）１４をも備えていてもよい。この商取引データ編成システ
ムは、マスメディア発行物１０からのベンダ／製品／サービス信号又は他の、商取引を円
滑にする信号（commerce facilitating signals）に基づいて、ネットワークを介した取
引を編成する働きをすることができる。一般に、商取引データ編成システム１４は、商取
引信号と関連付けられた情報を管理することができる。このため、商取引データ編成シス
テム１４の１つ又は複数のサーバのデータベース又は他の記憶構造体は、ネットワークを
介してベンダシステム１２に電子的にアクセスする詳しいコンタクト先を含むベンダ情報
を含むことができる。同様に、そのようなベンダ情報は、無線対応のマスメディア発行物
１０に広告することができるとともに特にマスメディア発行物１０から又はマスメディア
発行物１０において送信可能な商取引信号と関連付けることができる製品又はサービスに
ついての製品及びサービスの説明又は詳細を含むことができる。ベンダサーバと同様に、
商取引データ編成システムは通常、ネットワーク６を介して他のシステム及びデバイスと
通信する通信デバイスを備えている。
【００２６】
　そのような商取引データ編成システム１４は、無線対応のマスメディア発行物１０から
発した商取引信号を用いて無線注文デバイス４によって生成された要求に基づいて、情報
の要求又は購入に関する取引詳細（すなわち、注文情報）を保存及び編成するために利用
することもできる。このため、システムは、異なるベンダ又は異なるベンダのロケーショ
ンからの製品の入手可能性、顧客の購入品又は情報要求及び購買習慣、そのような取引の
日付及び時刻、製品／サービスオプション、支払い方法等を追跡又は保持することができ
る。そのようなシステムは、消費者による購入のアカウント情報（例えば、クレジットカ
ード番号又はキャッシュカード番号）、配送先住所情報等を保持して、無線注文デバイス
１０を用いた消費者によるそのようなデータの繰り返し入力を最小にするのに利用するこ
とさえも可能である。商取引データ編成システム１４は、ユーザアカウント、ベンダアカ
ウント、無線注文デバイス、及びベンダシステムを検証する認証モジュールを備えること
ができる。これによって、商取引データ編成システムは、トラステッドサービスマネージ
ャ（例えば、信頼できる仲介者）として機能することが可能になる。これは、エンドツー
エンドセキュリティを提供する中立のブローカとして動作することを含むことができる。
ユーザ及びベンダを個別に認証することによって、ユーザ及びベンダは、いずれも他方を
直接認証していないが、セキュアにされた方法で互いに取引を行うことができる。
【００２７】
　ユーザアカウント又はベンダアカウントの認証は、パスワード、ユーザ名／アバタ、又
はバイオメトリックデータを含むことができる。デバイスの認証は、セキュリティ鍵を管
理することを含むことができるとともに、デバイスをプローブして、ソフトウェア又はハ
ードウェアがセキュリティ侵害（例えば、支払いソフトウェアが、悪意のあるバージョン
に取り替えられた）を受けていないことを確認することを要する場合がある。
【００２８】
　商取引データ編成システム１４は、電子的購入注文が無線注文デバイス４から受信され
た場合、別のベンダシステム１２と通信することによってネットワーク６を通じて購入の
準備を整えるように電子的に動作することができる。あるいは、そのような購入は、無線
注文デバイス４とベンダシステム１２との間で行うことができる一方で、商取引データ編
成システムは、ベンダシステム１２又は無線注文デバイス４のいずれかから受信された情
報を有する要求又はこの情報の要求に基づいて、そのような取引のデータを保存し及び／
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又はそのような取引のデータへのアクセスを提供する働きをする。任意ではあるが、商取
引データ編成システムは、ベンダシステム１２としても動作することができる。
【００２９】
　図３に示すように、商取引データ編成システム１４は、追加条件データ（supplemental
 condition data）１５をも備えたものとすることができる。商取引データ編成システム
１４は、ＲＦＩＤベースの取引に対する動的応答を自動的かつインテリジェントに生成す
る入力として追加条件データ１５を用いることができる。追加条件データ１５は、例えば
、価格データ、配送コストデータ、配送時間データ、ベンダトラフィックデータ、ベンダ
付け値データ、ベンダ在庫データ、消費者関心データ（例えば、ほしい物リスト）、提供
終了及び詳細データ、小売シーズンデータ、品目終了データ、品目詳細データ、サービス
説明データ、品目人気度データ、支払いアカウントデータ、クーポンデータ、ギフトカー
ドデータ、ブランド／ベンダクレジットカードデータ、識別データ、顧客紹介奨励オファ
ーデータ、消費者取引履歴データ、又は無線注文デバイスの現在及び過去の地理的ロケー
ションデータ、ベンダ地理的ロケーションデータ、並びにＲＦＩＤタグ地理的ロケーショ
ンデータを含むことができる地理的近接性データを含むことができる。
【００３０】
　追加条件データは、ベンダ又は消費者のアフィニティデータも含むことができる。アフ
ィニティデータは、社会的大義（social cause）と提携するか又は社会的責任を有する顧
客又はベンダに関するものとすることができる。これは、慈善団体若しくは公益団体（例
えば、乳がん研究基金）、コーズマーケティング（cause marketing）（例えば、乳がん
啓発）、公共広告、企業の社会的責任、社会福祉奨励（例えば、持続可能性）、又はコミ
ュニティ利益（例えば、地元産商品、又は倫理的に取引される製品のサポート）に関連す
る場合がある。
【００３１】
　アフィニティデータは、特定のベンダとの消費者の以前の関係にも関連する場合がある
。これは、支払いアカウント、ポイントカード、過去の購入、又は提携の存在に関するデ
ータを含むことができる。代替的に、アフィニティデータは、或るベンダと、消費者との
確立された関係を既に有する別のベンダとの類似度に基づくことができる。
【００３２】
　追加条件データは、購入された製品のタイプ又はお気に入りのブランドを含むことがで
きる消費者取引履歴データも含むことができる。このデータは、製品又はサービスを実際
に購入するのではなく詳細を単に見ているだけ等の、過去の広告に応答した消費者の行動
又は無行動も含むことができる。このデータは、以前の注文がキャンセル又は返品された
か否かも考慮に入れることができる。商取引データ編成システム１４は、値付け（biddin
g）のシステムを用いて、追加条件データに基づいて応答を生成することができる。この
値付けは、消費者利益値付け（consumer benefit bidding）若しくはベンダ利益値付け（
vendor benefit bidding）又は双方の組み合わせとすることができる。消費者利益値付け
は、消費者に対する価値に基づいて付け値を選択する応答を生成する。この価値は、様々
な追加条件データを分析することによって計算することができる。例えば、システムは、
ベンダに価値を割り当てる際に、価格データ、ベンダ及び消費者のアフィニティデータ、
及び／又は地理的ロケーションを考慮に入れることができる。代替的に、システムは、任
意の追加データに基づいて、この価値を増減することもできるし、ベンダを省くこともで
きる。例えば、顧客が支持する社会的大義（customer supported social cause）のため
に購入価格の一部を取っておくベンダは、増加した価値を有することができる。加えて、
消費者が、ギフトカード、低利率を有するベンダクレジットカード、又はクーポンを有す
る場合、このことは、価値に影響を与える場合がある。図８のフローチャートは、消費者
利益値付けの一実施形態を示している。ステップ９１において、商取引データ編成システ
ムは、無線注文デバイスからＲＦＩＤベースの情報を受信する。次に、ステップ９２にお
いて、システムは、消費者製品等の、要求を満たすことができるベンダを識別する。ステ
ップ９３において、システムは、ベンダ付け値の追加条件データにアクセスする。この追
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加条件データは、商取引データ編成システムによって（例えば、ローカルデータベース内
で）直接アクセス可能とすることができる。代替的に、追加条件データにアクセスするこ
とは、ベンダシステムとのリアルタイムのコンタクト又は交渉を含むことができる。次に
、ステップ９４及び９５に示しているように、システムは、上記で説明したように、価値
に基づいてベンダ付け値をソートすることができ、最も高い価値を有する付け値を選択す
る。システムは、次に、ステップ９６及び９７に示しているように、これらの付け値を生
成された応答に含め、この応答は、無線注文デバイスに送信される。
【００３３】
　ベンダ利益値付けは、消費者利益値付けとは異なる。なぜならば、前者は、ベンダの応
答が無線注文デバイスに送信されるためにベンダが支払う手数料に基づいて付け値を選択
するからである。この手数料は、消費者が品目に支払う代金の価格に必ずしも関係してい
ない。むしろ、これは、ベンダの広告が送信され及び／又は潜在的な顧客に送信されたと
きにより良い位置に配置されるためにベンダによって支払われる広告手数料とすることが
できる。この手数料は、応答ごとに固定の手数料とすることもできるし、応答のサイズ若
しくは時間、又は要求のキーワード若しくは内容に依存することもできる。ベンダ利益値
付けを用いたとき、商取引データ編成システムは、まず、要求を満たすことができる利用
可能なベンダを決定する。商取引データ編成システムは、次に、決定されたベンダのリス
トをベンダ手数料に基づいてソートし、最も高いベンダ手数料を有する付け値を選択する
ことができる。選択された付け値は、次に、生成された応答に含められ、この応答は、無
線注文デバイスに送信される。
【００３４】
　場合によっては、商取引データ編成システムは、消費者利益値付け及びベンダ利益値付
けの組み合わせに基づいて付け値を選択することにより応答を生成することができる。こ
の結果、消費者に利益を与える高い消費者価値を有する付け値であるが、それでも、より
高い広告手数料を有する付け値を選ぶことによって商取引データ編成システムの潜在的利
益を最大にする付け値を選択することができる。このデュアル選択メカニズムを用いたと
き、商取引データ編成システムは、まず、上記で論述した消費者利益値付けを実行して、
同じ消費者価値を有するか又は狭い価値範囲内にある一群の付け値を選択する。商取引デ
ータ編成システムは、次に、上記で論述したベンダ利益値付けを用いてこの群をソートし
、最も大きなベンダ手数料を有するこの群のサブセットを選択する。商取引データ編成シ
ステムは、次に、生成された応答にこのサブセットを含め、この応答は、無線注文デバイ
スに送信される。
【００３５】
　別の場合には、商取引データ編成システム１４は、上記で論述したような価値を考慮に
入れて応答を生成することができるが、例えば、最短の時間で製品を提供することを重視
することができる。本人が出向いて直接購入を行うために又は店内での購入（in-store p
ickup）のために、これは、地理的に近接したベンダを有する応答を生成することを必要
とする場合がある。消費者が、製品を出向いて直接購入したい場合、商取引データ編成シ
ステム１４は、無線注文デバイスの地理的ロケーションにアクセスし、この地理的ロケー
ションを既知のベンダの地理的ロケーションと比較することができる。これによって、シ
ステムは、どのベンダに最小の時間で到着することができるのかを計算することが可能に
なる。この計算は、無線注文デバイスの現在のロケーションとベンダのロケーションとの
間の距離のみに基づくことができる。代替的に、この計算は、消費者の計画された経路及
び／又は輸送形式（例えば、徒歩、乗用車、地下鉄、又は船舶）を考慮に入れ、消費者の
経路に最も近いベンダを選択することができる。計画された経路及び／又は輸送の形式は
、モバイル注文デバイスの地理的追跡に基づくこともできるし、ユーザが支援することも
できる。
【００３６】
　代替の実施形態では、システムは、無線注文デバイスの地理的ロケーションの代わりに
広告（例えば、ＲＦＩＤトランスポンダ）の地理的ロケーションを用いることができる。
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この場合、この広告のロケーションは、無線注文デバイスのロケーションの代理として機
能することができる。これによって、ユーザ又は無線注文デバイスの地理的ロケーション
データにアクセスすることなく、応答は、地理的に近接したベンダを含むことが可能にな
る。なお、ユーザ又は無線注文デバイスの地理的ロケーションデータへのアクセスは、プ
ライバシーの問題に起因して制限される場合がある。
【００３７】
　広告の地理的ロケーションは、商取引データ編成システムが保持することができる。こ
れは、特定の地理的ロケーションと関連付けることができるＲＦＩＤタグ又は送信機内の
ＲＦＩＤ情報を各広告に提供することによって行うことができる。このため、同一の広告
の多くのインスタンス（例えば、複数のスマートポスタ）が存在する場合、それらのイン
スタンスは、広告の各インスタンスが一意のＲＦＩＤタグを有するように構成することが
できる。ＲＦＩＤの一意のＩＤとその地理的ロケーションとの間の相互関係は、広告主、
ベンダ、又は第三者に知られていてもよく、商取引データ編成システムが、以下で説明す
るプッシュ方式又はプル方式によりアクセスすることができる。
【００３８】
　図５におけるフローチャートは、地理的に近接したベンダを検出する方法の一例示の実
施形態を示している。ステップ６０において、システム（例えば、商取引データ編成シス
テム）は、無線注文デバイスからＲＦＩＤ情報を受信する。ステップ６１において、シス
テムは、無線注文デバイスの地理的ロケーションの追加条件データにアクセスする。ステ
ップ６２において、システムは、ベンダの追加条件データにアクセスすることができる。
このデータは、ベンダの地理的ロケーション、その在庫、及びベンダトラフィック（例え
ば、チェックアウト時の行列（lines））を含む。この追加条件データは、要求に付随す
ることもできるし、以下で説明するプッシュ方式又はプル方式によってアクセスすること
もできる。ステップ６３において、システムは、要求を満たすことができかつ地理的に近
接したベンダ又はベンダロケーションのリストを作成する。
【００３９】
　ステップ６４において、システムは、ベンダごとに要求を満たすのに必要な時間を計算
する。システムは、地理的距離だけでなく、ベンダトラフィックに関する追加条件データ
（例えば、チェックアウト時の行列）等の、時間に影響を与える他の変数も用いることが
できる。これを考慮することによって、システムは、チェックアウト待ち時間がより短い
場合には、より遠くにあって、要求を満たすのに必要とされる全時間を最小にするベンダ
ロケーションを選択することができる。ステップ６５及び６６に示しているように、シス
テムは、次に、最短継続時間を必要とする単数又は複数のベンダをリストから選択し、こ
れを生成された応答に含め、この応答は、その後、無線注文デバイスに送信される。
【００４０】
　消費者がオンラインで購入を行うことを選んだ場合、商取引データ編成システム１４は
、異なる追加条件データに依拠して、最小の時間で製品を提供することができるベンダを
選択することができる。例えば、商取引データ編成システム１４は、配送時間を重視し、
配送時間を価格及び地理的近接性よりも高く重み付けすることができる。配送時間は、消
費者の現在の地理的ロケーション、消費者の自宅住所、又は消費者によって入力された代
替の住所に基づくことができる。システムは、存在する在庫を参照して、その品目が取り
寄せ注文になるか否かを確認することもできる。製品が在庫されている場合、システムは
、その品目を配送用にパッケージして準備するのにどれくらいの時間を要するのかを見積
もる追加条件データに依拠することができる。
【００４１】
　場合によっては、商取引データ編成システムは、上記で説明した価値を評価するものの
、ベンダの時間的制約のあるオファー（例えば、在庫一掃セール（while supplies last
）又は腐りやすい商品に対するオファー若しくは単に期限のあるオファー）を重視する応
答を生成することができる。この実施形態は、図６のフローチャートに示されている。こ
の状況では、無線注文デバイスは、ステップ７２に示しているように、時間的制約のある
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オファーに関する情報の要求を送ることができる。次に、ステップ７４に示しているよう
に、商取引データ編成システムは、ベンダに関連付けられている追加条件データを参照し
て、商品の在庫及びオファーの期間を確かめることができる。本システムは、品目の人気
度も考慮に入れて、その品目の在庫がまだあるのか又は後日、入手可能であるのかを確か
めることができる。ステップ７８に示しているように、商取引データ編成システム１４は
、時間的制約のあるオファーの要件を満たす品目を強調するか、又は同様の価値を有する
他のものを提案する応答を生成することができる。次に、この応答を無線注文デバイスに
送信することができる（７９）。
【００４２】
　代替的なシナリオでは、商取引データ編成システム１４は、在庫過剰一掃を考慮に入れ
た応答を生成することができる。この実施形態は、図７のフローチャートに示されている
。商取引データ編成システムは、現在の小売シーズン、在庫、又は品目の人気度に関する
追加条件データを参照することができる。まず、ステップ８１～８２に示しているように
、商取引データ編成システム１４は、存在する小売シーズンの継続期間を見積もり、この
継続期間を現在の日付と比較することができる。小売シーズンが終了している場合には、
システムは、ステップ８３に示しているように、商品の価格をディスカウントすることも
できるし、返品される製品のリストの上位にそれらの商品を列挙することもできる。シー
ズンがまだ終了していない場合は、システムは、ステップ８４に示しているように、現在
の在庫及び品目の人気度を分析して、在庫が消尽する時を推測することができる。現在の
小売シーズン内に消尽が起きると予想されない場合は、システムは、ステップ８３に示し
ているように、商品を購入するように消費者を奨励する適切なステップを取る（例えば、
価格を下げる）ことができる。
【００４３】
　場合によっては、商取引データ編成システム１４は、追加条件データにアクセスし、及
び／又は追加条件データを評価して、要求を送った特定の消費者に適合させることができ
る応答を自動的に生成することができる。例えば、広告が製造業者のブランドを有する場
合等においては、広告は、特定の製品又はローカルな小売ベンダを表示しない場合がある
。そのような場合において、無線注文デバイスが、その広告に関連付けられたＲＦＩＤに
関係した要求を送信するときに、この要求は、特定のベンダ（例えば、ローカルな小売業
者）又は製品を有しない場合があるものの、ブランドが関連付けられたものとすることが
できる。その場合、この応答を適合させることは、上記で論述した消費者アフィニティデ
ータ、消費者取引履歴データ、又は他の任意の追加条件データに全体的又は部分的に基づ
くものとすることができる。例えば、場合によっては、広告は、複数の小売ベンダによっ
て販売される多くの異なる製品を有するブランドと関連付けることができる。そのような
場合には、商取引データ編成システムは、追加条件データを評価して、顧客にとって最も
利益になる（例えば、消費者がよく訪れ、アカウントを有し、及び／又はストア報酬プロ
グラム（store rewards program）を有するストア等の場合に、消費者にとって最も高い
価値となる）１以上のベンダを選ぶことができる。場合によっては、商取引データ編成シ
ステムは、追加条件データを分析して、消費者に最も適した広告ブランドの特定の製品を
その消費者に提案する等、特定の顧客にとって最も利益になり得る特定の１以上の製品を
選択する。
【００４４】
　商取引データ編成システム１４によって生成される応答は、単一の製品又はベンダだけ
でなく、複数の製品又はベンダを含むことができる。例えば、商取引データ編成システム
１４は、無線注文デバイスの地理的ロケーションに近接した複数のベンダを識別すること
ができる。あるいは、商取引データ編成システムは、単一のベンダを選択する場合がある
ものの、１つの製品についてそのベンダの傘下にある複数のロケーションを列挙すること
ができる。場合によっては、商取引データ編成システムは、１つのベンダの複数の製品を
用いて応答することができる。そのような複数のエントリを用いて応答するか否かは、事
前に構成された設定に基づくこともできるし、商取引データ編成システム１４が動的に決
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定することもできるし、消費者が選択することもできる。
【００４５】
　追加条件データ１５は、様々なソースから発信することができる。追加条件データのう
ちの一部は、上記で論述したように、以前の要求の処理中に受動的に追跡することができ
る。あるいは、追加条件データは、ベンダシステム又は無線注文デバイスから受信するこ
とができる。この場合、情報は、商取引データ編成システム１４が取り出すこともできる
し、ベンダシステム又は無線注文デバイスのいずれかがプッシュすることもできる。商取
引データ編成システム１４は、情報を取り出すための外部への要求を作成することによっ
て、追加データを取り出すことができる。その後、ベンダシステム又は無線注文デバイス
は、商取引データ編成システムに応答して、要求された情報を提供する。この情報は、無
線注文デバイス又はベンダシステムのローカル記憶装置に存在する場合もあるし、このシ
ステム又はデバイスが、そのユーザにデータを入力するように促すことが必要な場合もあ
る。他方、プッシュは、ベンダシステム又は無線注文デバイスのいずれかが、商取引デー
タ編成システム１４とのコンタクトを開始して、さらなる追加データを提供するか又は存
在する追加データを更新することを必要とする。この後者のプッシュ方式は、追加条件デ
ータのリアルタイムの更新を提供するように構成することができる。
【００４６】
　追加条件データは、消費者、ベンダ、広告主、又は関連会社若しくは提携先によって構
成されたパラメータとすることもできる。例えば、消費者は、お気に入りの小売業者及び
／又は主張（causes）を選択又は入力することができる。この構成可能なデータは、広告
のＲＦＩＤに部分的に含めることもできる。その結果、ベンダは、広告とともに埋め込ま
れた追加条件データを広めることができる。例えば、広告のＲＦＩＤが読み取られると、
このデータを無線注文デバイス上にロードすることができる。その時点で、このデータは
、消費者要求に付随することもできるし、その後に取り出されるか又は商取引データ編成
システムにプッシュされるように、キャッシュ又はローカル記憶装置に存在することもで
きる。
【００４７】
　図２により詳細に示しているように、無線注文デバイス４は、一般に、プロセッサ２０
及びプロセッサ制御命令を有するメモリ２２、及び／又は他のマイクロコントローラ若し
くは他の特定用途向け電子制御回路部を備えている。注文デバイスは、１つ又は複数の無
線送受信機回路２４も備えている。（複数の）そのような回路は、情報又は製品及びサー
ビスを１つ又は複数のベンダに注文することを目的とした通信メカニズムとしての機能を
果たすことができるだけでなく、マスメディア発行物４からのベンダ情報、製品情報、又
はサービス情報を決定するリーダメカニズムとしての機能も果たすことができる。そのよ
うな（複数の）送受信機回路２４は、無線注文デバイス４内に組み込むこともできるし、
例えば、ワイヤレスフォン、ＰＤＡ、若しくはラップトップと結合することによって又は
それらの内部に結合することによって、拡張モジュール、カード、又はそのようなデバイ
スの構成要素として取り付け可能又は挿入可能とすることもできる。好ましくは、そのよ
うな（複数の）送受信機回路２４は、無線注文デバイス４がハンドヘルド操作用のコンパ
クトユニットとして通信メカニズム及びリーダメカニズムとともに寄与することを可能に
するために組み込まれている。
【００４８】
　マスメディア発行物１０がＲＦＩＤ情報を組み込むことと合わせて、リーダメカニズム
は、マスメディア発行物からのベンダ識別情報、サービス識別情報、又は製品識別情報を
受信及び復号化することが可能であるか又は受信及び復号化するように構成された少なく
とも無線リーダとなる。このため、無線注文デバイス４は、ＲＦＩＤ技術を利用してマス
メディア発行物１０から無線信号を受信するＲＦＩＤリーダを備えたものとすることがで
きる。任意ではあるが、パッシブ型ＲＦＩＤ技術の場合、リーダメカニズムは、マスメデ
ィア発行物１０のＲＦＩＤタグに信号を送信することによって、マスメディア発行物１０
からのＲＦＩＤ情報の送信をアクティブにするように構成することができ、例えば、ＲＦ
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ＩＤタグに電力を供給してＲＦＩＤ情報をリーダメカニズムに送信させるように構成する
ことができる。
【００４９】
　好ましくは、無線注文デバイス４のそのような構成要素は、無線注文デバイス４の広告
時点注文アプリケーション２６の機能を実施することと併せて用いられる。そのようなア
プリケーションの１つのそのような好ましい方法論を、図４のフローチャートに示してい
る。
【００５０】
　一般に、無線注文デバイス４を有する消費者は、図２に示す雑誌若しくは定期発行物又
は図１の広告板等のマスメディア発行物１０を検討することができる。前述したように、
マスメディア発行物１０は、ＲＦＩＤ情報等の商取引関連信号を送信するメカニズムを備
えている。図４に示すように、読取りステップ３０において、ＲＦＩＤ情報は、好ましく
は無線通信によってマスメディア発行物から受信される。この無線通信は、無線注文デバ
イス４上での消費者の入力コマンドによって開始することができる。次に処理ステップ３
２において、広告時点注文アプリケーション２６は、読み取られたＲＦＩＤ情報を、消費
者の入力に応じて無線注文デバイス４上で処理する。このため、消費者は、マスメディア
発行物１０の広告において認識されたベンダ、製品、又はサービスについてのより多くの
情報が要求されることを無線注文デバイス４に入力することができる。任意ではあるが、
そのような入力は、マスメディア発行物の広告において消費者によって認識されているも
のを購入する要求を示すことができる。
【００５１】
　デバイスがＲＦＩＤ情報を読み取ると、生成ステップ３４において、広告時点注文アプ
リケーションは、無線注文デバイス４を制御して、ＲＦＩＤ情報を含む無線要求を生成す
る。この要求は、好ましくは、前述のように、無線注文デバイス４から（複数の）ネット
ワーク６を介してベンダシステム１２及び／又は商取引データ編成システム１４に送信さ
れる。そのように送信される要求は、特定の消費者又は特定の無線注文デバイス４と関連
付けられたユーザ識別情報を含むことができる。送信される追加の要求情報は、パスワー
ド若しくはパスコード、支払い情報のフォーム、メディアロケーション、又はメディア説
明（例えば、商取引信号が受信されるマスメディア発行物を記載した識別子）を含むこと
ができる。この情報は、ベンダシステム１２及び／又は商取引データ編成システム１４に
よって、それらのデータベース又は他のデータ記憶構造体のアクセス時に認識されるよう
に符号化することができる（例えば、番号が名称と関連付けられる）。
【００５２】
　ベンダシステム１２及び／又は商取引データ編成システム１４からの返信として、無線
注文デバイス４は、マスメディア発行物１０に広告された、無線注文デバイス４によって
読み取られた商取引信号に関連付けられているベンダ情報、製品情報、又はサービス情報
を受信する。このため、消費者は、例えば、無線注文デバイス４上に情報を表示すること
によって、広告された製品についての追加の情報を知ることもできるし、ベンダからの購
入を確認することもできる。例えば、ベンダシステム１２及び／又は商取引データ編成シ
ステム１４は、無線注文デバイス４によって受信可能な電子メール確認を生成することが
できる。
【００５３】
　上記プロセスは、無線注文デバイス１０と、ベンダシステム１２及び／又は商取引デー
タ編成システム１４との間の単一の要求及び応答によって説明されているが、これらのシ
ステム／デバイスの間で複数の電子的要求及び電子的応答を実施して、システムによって
意図される取引を行うことができる。例えば、消費者による購入前に、そのような取引に
関係付けることができる配送詳細、製品数量、価格、又は他の詳細等の検討等の購入の詳
細の確認を行うことができるように、追加の要求及び／又は応答を送信して、消費者が特
定の購入に進むことを確認することができる。
【００５４】
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　２０１３年３月１５日に出願された「Systems and Methods For Automated RFID Based
 Commerce Rewards」という名称の米国特許出願第１３／８４１，０００号及び代理人整
理番号Thin 3.0-001 Con Con Con II CIP IIの開示内容は、引用することによってその全
体が本明細書の一部をなすものとする。
【００５５】
　本明細書における本技術は、特定の実施形態に関して説明されているが、これらの実施
形態は、本技術の原理及び応用の単なる例示にすぎないことが理解されるべきである。し
たがって、添付の特許請求の範囲によって規定された本技術の趣旨及び範囲から逸脱する
ことなく、数多くの変更を、例示した実施形態に対して行うことができること、及び他の
構成を考案することができることが理解されるべきである。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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